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エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階

伊

東

乾

　
最
近
流
行
す
る
英
米
法
の
研
究
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
に
關
心
を
寄
せ
る
者
が
、
解
答
を
待
望
す
る
、
重
要
な
問
題
の
一
は
、
そ
の
衡
李

法
（
エ
グ
ヰ
テ
ィ
）
の
、
裁
判
の
準
則
と
し
て
の
性
質
が
、
ど
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
來
た
か
、
と
言
ふ
ご
と
で
あ
る
。
裁
判
な
い
し
訴

訟
の
本
質
を
明
か
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
、
我
々
に
と
つ
て
一
見
ま
こ
と
に
奇
異
な
法
膣
系
の
二
元
的
、
構
成
が
、
奇
異
な
る
が

故
に
却
つ
て
、
何
か
啓
示
的
な
も
の
を
與
へ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
我
々
の
ひ
そ
か
な
期
待
が
存
す
る
。

　
エ
グ
ヰ
テ
ィ
の
攣
質
過
程
（
円
轟
房
団
9
9
暮
一
自
）
は
、
既
紅
し
ば
し
ぱ
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
間
題
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
は
、
更
め
て

我
々
自
身
の
理
論
へ
の
鷹
用
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
眺
め
直
し
て
見
る
債
値
が
あ
ら
う
。
感
用
そ
の
も
の
は
，
他
の
諸
條
件
を
も
加
へ
た
上
、

漸
次
に
考
媛
す
る
こ
と
と
し
て
、
此
庭
に
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
襲
展
の
段
階
的
特
質
を
、
模
型
的
に
要
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
解
の
便
宜

に
具
へ
る
こ
と
を
、
試
み
た
い
。

　
英
米
法
に
於
い
て
エ
ク
ヰ
テ
ィ
（
国
ρ
9
身
）
と
い
ふ
文
字
が
用
ゐ
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
に
よ
つ
て
指
構
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
時

　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
四
童
）



　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
四
柔
）

に
よ
つ
て
一
穣
で
は
な
い
。
ダ
イ
シ
イ
（
＞
一
冨
誉
く
窪
昌
U
凶
8
『
）
が
『
一
種
の
恣
意
的
な
公
卒
（
鎧
夏
霞
餌
ぞ
騰
毘
旨
①
確
）
か
ら
改
善
せ

ら
れ
た
法
の
一
禮
巴
曙
雪
①
ヨ
ヘ
』
と
表
現
し
て
ゐ
る
（
一
）
や
う
に
、
そ
れ
は
顯
著
に
歴
皮
的
な
概
念
の
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
面

に
於
い
て
、
し
か
も
、
名
構
自
艦
が
攣
遷
を
示
し
て
ゐ
る
。
良
心
（
8
霧
a
曾
8
）
・
信
義
碕
o
a
貯
凶
菩
）
・
正
義
（
円
凝
詳
）
・
道
理

（
3
塁
畠
）
等
の
丈
字
の
用
ゐ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
或
時
期
に
於
い
て
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
全
く
同
義
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
つ
た
（
ラ
。

か
や
う
な
攣
遷
の
根
祇
に
あ
る
も
の
は
、
法
的
安
定
性
に
奉
仕
す
る
法
規
の
嚴
格
性
を
、
具
艦
的
愛
當
性
の
見
地
か
ら
、
緩
和
し
是
正
す

る
原
理
も
し
く
は
槽
威
、
と
い
ふ
考
へ
方
で
あ
る
（
三
）
。

　
か
や
う
な
も
の
と
し
て
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
特
質
が
、
特
に
間
題
と
せ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
に
封
比
し
て
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
滑
革
は
、
コ
モ
ン
．
・
ウ
形
成
の
開
始
よ
り
早
く
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
今
日
ま

で
九
百
年
の
そ
の
攣
質
は
、
大
法
官
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
（
乞
o
辞
営
讐
曽
ヨ
）
を
ラ
ン
ド
マ
ー
グ
と
し
て
、
二
の
時
期
に
分
別
せ
ら
れ
る
の

が
通
常
で
あ
り
（
四
）
、
結
晶
前
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
に
更
に
二
の
時
期
を
意
識
的
に
分
け
る
者
略
な
い
で
は
な
い
が
（
五
）
、
多
く
の
場
合
、
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
迄
の
そ
れ
は
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
へ
行
く
一
の
段
階
と
し
て
取
扱
は
れ
る
。
い
か
に
も
そ
の
攣
貌
は
結
晶
化
の
場
合

ほ
ど
顯
著
な
も
の
で
は
な
い
が
、
意
味
と
機
能
と
に
示
さ
れ
る
異
質
的
な
も
の
に
着
目
し
て
、
少
く
と
も
三
の
段
階
を
匿
別
し
て
見
る
こ

と
が
便
利
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
か
や
う
に
し
て
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
ノ
ル
マ
ン
征
服
か
ら
今
日
ま
で
、
四
の
段
階
を
経
て
四
〇
意
義
を

我
々
に
示
し
て
ゐ
る
、
と
考
へ
た
い
。

（
一
）

（
二
）
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南
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＜
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①
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嵩
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5
　
閃
o
目
四
昌
ピ
暫
名
卸
O
o
目
目
9
ピ
曽
胡
一
〇
螢
目
嘗
ざ
瞬
ρ
一
〇
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9
冒
曾
o
傷
ロ
9
一
〇
コ

目
げ
①
円
H
遇
毘
o
増
ヨ
暮
一
〇
ロ
o
協
国
ρ
β
凶
な
（
国
器
曽
矯
の
置
昏
Φ
卜
”
胡
｝
b
o
5
儀
o
劃
お
圏
）
b
■
一
〇〇
〇
●



（
三
）
H
三
辞
や
嵩
ピ
滲
照
。

（
四
）
　
国
●
ρ
缶
普
び
霞
矯
”
蜜
鼠
①
き
国
ρ
g
詳
ざ
ピ
g
3
斜
ピ
o
o
9
一
マ
ゼ

（
五
）
、
ポ
ロ
ツ
ク
の
註
二
掲
出
の
論
丈
の
如
き
。

二

　
　
　
　
の

　
第
一
の
時
期
は
、
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
形
成
の
時
代
で
あ
る
。
勿
論
我
々
は
、
ハ
ン
ベ
リ
も
注
意
し
て
ゐ
る
や
う
に
（
天
）
、
時
代
の
匪
分
に

つ
い
て
○
＜
霞
ら
お
息
器
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
趨
勢
と
し
て
大
艦
の
時
黙
を
示
す
な
ら
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
即
位
の
一

一
世
紀
中
頃
（
さ
留
）
か
ら
、
第
ニ
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
法
、
（
夢
ひ
の
寅
嘗
富
亀
名
Φ
諄
鼠
窃
一
段
月
旨
Q
。
㎝
）
制
定
の
若
干
あ
と
一
三
世

紀
末
ま
で
が
、
此
の
時
期
に
該
る
。

　
ノ
ル
マ
ン
王
朝
は
、
ア
ン
グ
・
・
サ
ク
ソ
ン
王
家
の
正
當
の
相
綾
人
た
る
こ
と
を
認
誼
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
征
服
前
か
ら
存
在
す
る

各
種
の
裁
判
所
を
駿
止
せ
す
、
こ
れ
に
併
せ
て
新
し
い
裁
判
所
を
設
置
す
る
方
針
に
出
で
た
。
而
も
、
新
設
の
裁
判
斯
中
、
封
建
領
主

の
裁
判
と
宗
教
裁
判
所
と
は
、
夫
々
に
強
力
廣
範
な
裁
判
橦
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
ノ
ル
マ
ン
朝
初
期
の
中
央
裁
判
斯
た
る

o
霞
寅
お
α
R
齢
（
王
會
）
の
裁
判
は
、
寧
ろ
例
外
的
な
僅
か
な
種
類
の
事
件
に
つ
い
て
行
は
れ
元
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
此
の
期
間
に

於
い
て
既
に
、
當
時
現
存
の
通
常
の
手
綾
の
映
陥
を
理
由
と
し
て
國
王
に
請
願
し
て
、
王
會
の
裁
到
を
受
け
る
こ
と
の
認
め
ら
れ
て
ゐ
た

形
跡
が
あ
る
（
七
）
。
令
状
の
襲
給
は
、
王
裁
判
所
に
於
い
て
は
、
此
の
當
初
か
ら
の
方
式
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
王
椹
の
伸
張
に
件
っ

て
、
王
會
の
庭
理
す
る
訴
訟
事
件
が
増
大
し
、
王
座
・
民
訴
・
財
務
の
各
普
通
法
裁
判
所
が
、
次
第
に
、
凋
立
し
た
訴
訟
機
關
と
し
て
、

王
會
か
ら
分
離
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
王
會
の
裁
判
に
つ
い
て
も
、
普
通
法
裁
判
所
の
裁
判
に
つ
い
て
も
、
令
瓶
の
震
給
と
裁
判
官
の
判
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エ
ク
ヰ
一
ア
ィ
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四
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一
二
四
　
　
　
　
（
四
菖
八
）

断
と
の
そ
の
も
の
が
、
準
族
法
形
成
の
動
因
な
の
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
そ
れ
は
、
形
式
的
に
見
れ
ぱ
、
王
國
の
一
般
慣
脅
法
と
い
ふ
も
の

を
前
置
し
て
、
そ
れ
に
「
從
つ
て
」
行
は
れ
た
裁
判
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
が
、
一
般
的
な
慣
習
は
事
實
上
存
在
し
て
ゐ
な
か

つ
た
の
で
あ
っ
て
、
却
つ
て
、
諸
種
の
慣
習
が
、
裁
判
を
通
し
て
、
小
異
を
捨
て
大
同
に
從
ふ
一
般
的
な
法
規
範
に
形
成
せ
ら
れ
て
行
つ

た
の
で
あ
る
（
八
）
。
判
例
拘
束
性
の
理
論
が
確
立
せ
ら
れ
た
の
は
遠
く
後
に
至
つ
て
か
ら
の
こ
と
（
一
六
世
紀
）
で
あ
つ
て
、
裁
判
官
の
判

断
と
虚
置
と
は
な
ほ
自
由
に
下
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
で
、
、
か
や
う
な
過
程
を
通
し
て
漸
次
に
形
成
せ
ら
れ
て
行
つ
た
も
の

が
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
の
法
艦
系
に
外
な
ら
ぬ
。

　
此
の
時
代
は
、
エ
グ
ヰ
テ
ィ
前
史
と
し
て
、
は
し
が
き
程
度
に
論
明
せ
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
・
ウ
が
嚴
格
法
化
し
牝

時
に
、
始
め
て
エ
グ
ヰ
テ
ィ
の
時
代
が
始
ま
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
ら
う
』
け
れ
ど
も
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
突
然
に
、
新
奇
な
も
の
と
し
て

嚢
生
し
た
の
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
燭
ロ
ゥ
硬
化
に
當
つ
て
現
れ
た
緩
下
剤
は
、
此
の
時
代
に
雨
芽
と
し
て
潜
在
す
る
も
の
の
穫
展
で
あ
η
、

エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
根
抵
概
念
の
指
示
す
る
緩
和
の
原
理
は
、
既
に
此
の
時
代
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
の
形
成
そ
の
も
の
が
、
當
時
の
法
秩
序
に
封
す
る
干
渉
の
必
要
に
始
ま
る
も
の
で
あ
つ
た
。
國
王
と
こ
れ
を
取
雀
く
爲

政
者
と
に
と
つ
て
は
、
法
の
統
一
を
圖
る
こ
と
が
、
第
一
の
目
的
で
あ
り
、
主
要
な
動
機
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
既
存
の
法
秩
序
が
固
化

し
て
ゐ
る
と
は
必
す
し
も
考
へ
な
か
つ
た
に
相
遠
な
い
。
し
か
し
、
國
民
は
正
直
で
あ
つ
た
。
既
存
の
裁
判
所
か
ら
充
分
な
救
濟
を
得
ら

れ
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
や
、
彼
等
は
國
王
の
裁
判
所
に
走
つ
た
の
で
あ
り
、
國
王
の
干
和
の
名
の
下
に
中
央
の
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
椹

を
援
張
す
る
こ
と
が
出
來
た
の
は
、
圃
民
の
側
か
ら
の
期
待
と
要
求
と
に
答
へ
る
所
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
量
槽
の
行
使
に
よ
る
慨

存
秩
序
の
緩
和
こ
そ
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
の
使
命
で
あ
り
宿
題
で
あ
っ
た
。
國
王
の
裁
判
所
の
み
が
探
用
し
た
陪
審
の
制
度
に
つ
い
て
、
嘗

て
コ
ー
ク
（
ω
ぼ
国
山
類
貿
自
O
o
溶
）
が
、
『
陪
審
員
は
大
法
官
で
あ
る
（
q
自
o
議
鎧
Φ
O
富
蓉
亀
o
挙
）
』
と
一
言
つ
た
こ
と
が
あ
る
（
九
）
。



陪
審
の
評
決
が
一
種
の
個
別
化
作
用
を
螢
む
こ
と
は
、
今
日
の
英
米
法
に
つ
い
て
も
同
穣
で
あ
る
が
、
當
初
に
於
い
て
は
そ
れ
が
偶
く
國

民
の
要
望
に
合
致
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
陪
審
制
度
そ
の
も
の
も
根
を
下
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
裁
判
所
の
使

命
は
、
自
畳
せ
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
せ
よ
、
ゐ
な
か
つ
た
に
も
せ
よ
、
緩
和
の
原
理
に
立
っ
て
緩
和
の
椹
威
を
行
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
か
つ
た
。
こ
こ
に
我
々
は
此
の
時
代
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
け
れ
ど
も
、
か
や
う
な
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
此
の
時
代
に
は
な
ほ
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
に
封
比
し
て
言
へ
ば
、
決
し
て
別
個
の
特
殊
原
理
を

な
す
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
当
モ
ン
．
・
ウ
自
身
が
形
成
の
過
程
に
あ
り
、
先
例
に
從
ふ
裁
判
に
非
す
し
て
、
先
例
を
作
る
裁
判
を
、
行

つ
て
ゐ
た
。
コ
モ
ン
・
・
ウ
の
裁
判
所
は
、
自
ら
慣
習
を
認
定
し
て
そ
の
意
味
を
確
定
し
、
自
ら
こ
れ
を
調
和
む
た
上
で
具
膿
的
事
件
に

適
用
し
、
慣
脅
欠
訣
の
場
合
に
は
自
ち
法
と
信
す
る
所
を
創
設
的
に
確
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
。
か
や
う
な
過
程
が
箪
な
る
既
存

法
の
解
繹
以
上
に
廣
く
條
理
一
般
に
依
存
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
は
當
然
で
あ
る
が
、
裁
判
所
の
そ
の
自
由
な
地
位
は
、
特
に
具
艦
的

姜
當
性
を
考
慮
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
も
、
充
分
に
可
能
な
ら
し
め
た
筈
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
か
や
う
な
過
程
に
織
込
ま
れ
て
前
述
の
や

う
な
作
用
が
行
は
れ
九
。
慣
習
を
認
定
し
解
繹
す
る
も
の
も
、
こ
れ
に
酌
量
を
加
へ
て
緩
和
を
は
か
る
も
の
も
、
分
離
せ
ら
れ
な
い
唯
一

つ
の
作
用
で
あ
つ
た
。
ヱ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
此
の
時
代
に
は
、
更
に
廣
い
一
の
原
理
の
う
ち
に
埋
淡
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
於
い

て
、
次
の
時
代
に
分
離
す
べ
き
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
他
の
部
分
と
等
質
の
も
の
と
し
て
、
渾
然
た
る
一
艦
を
な
し
た
か
ら
ゐ
此
の
原
理
そ
の

も
の
を
、
此
の
時
代
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
さ
う
し
て
、
此
の
原
理
と
は
、
一
般
に
正
義
の
原
理
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
Q

　
此
の
時
代
に
は
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
つ
て
明
言
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
自
艦
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
部
分
秩
序
で
あ

っ
て
、
法
艦
系
が
こ
れ
に
壷
き
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
（
一
〇
）
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
其
庭
に
於
い
て
、
新
な
合
理
性
を
代
表
す
る
革
新
的

　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
四
髭
）



　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
四
四
9

な
モ
メ
ン
ト
に
属
し
、
國
王
の
名
に
封
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
此
の
國
王
の
裁
判
所
が
こ
れ
を
與
へ
た
。
從
つ
て
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
此

の
時
代
に
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
判
所
自
身
に
よ
つ
て
行
使
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
封
立
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
バ
ッ
ク

ラ
ン
ド
が
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
判
所
が
自
ら
自
由
に
衡
李
原
理
を
適
用
し
得
た
時
代
と
構
す
る
の
は
（
二
）
、
此
の
時
代
を
指
す
も
の
と
思

は
れ
る
。
即
ち
此
の
第
一
の
時
代
は
、
こ
れ
を
、
普
通
法
裁
判
所
自
身
が
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
行
使
し
た
段
階
と
特
徴
づ
け
ろ
こ
と
が
出
束

る
o

　
用
語
と
し
て
、
此
の
段
階
に
、
い
か
な
る
も
の
が
用
ゐ
ら
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
。
ブ
ラ
グ
ト
ン
の
『
法
に
つ
い
て
』
（
国
轟
9
0
資

U
①
一
Φ
四
び
諾
）
は
、
　
一
三
世
紀
に
現
れ
た
法
學
書
で
あ
り
、
こ
こ
に
正
義
の
原
理
と
し
て
器
β
津
緩
と
い
ふ
丈
字
の
用
ゐ
ら
れ
た
の
が

英
國
法
學
上
衡
李
を
意
味
す
る
丈
字
の
現
れ
た
始
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
（
一
二
）
。
實
相
は
、
併
し
、
、
用
語
な
ほ
一
定
せ
す
、
寧
ろ
こ

れ
を
特
構
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
つ
た
と
い
ふ
所
で
あ
ら
う
。

　
　
（
六
）
　
註
四
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
い
　
　
し

　
　
（
七
）
　
豊
浦
輿
七
『
英
國
衡
準
法
と
信
託
制
度
』
八
O
頁
が
『
一
切
の
訴
訟
の
特
質
』
で
あ
る
と
す
る
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ら
う
・

　
　
（
八
）
　
b
o
一
ぎ
o
尻
“
　
》
国
貯
盤
閃
o
o
評
o
鴎
臼
‘
吋
一
聲
旨
山
o
β
0
9
図
9
こ
ピ
o
冒
q
o
P
一
〇
〇
倉
b
●
団
㎝
ど

　
　
（
九
）
　
即
。
℃
0
6
口
儀
”
　
駄
百
H
”
＃
o
q
目
o
菖
o
冒
ε
什
げ
①
｝
岳
げ
ω
畠
旨
唄
o
協
卜
帥
名
㌦
Z
①
司
M
3
ぐ
Q
P
一
㊤
b
o
9
㍗
一
〇〇〇
〇
。

　
　
（
一
〇
）
　
田
中
和
夫
『
英
米
法
の
基
礎
』
一
二
六
頁
Q

　
　
（
一
一
）
　
薗
昌
o
ざ
鶴
鼻
冒
壁
一
図
言
．

　
（
一
二
）
　
高
柳
賢
三
『
英
法
講
蕃
』
第
一
巻
二
九
頁
・

三



　
第
二
の
時
期
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
硬
化
の
時
代
で
あ
る
。
一
四
世
紀
初
頭
か
ら
薔
薇
戦
雫
絡
結
の
一
五
世
紀
絡
末
近
く
（
輔
四
八
五
）
ま

で
、
二
百
年
足
ら
す
が
こ
れ
に
該
る
。

　
前
段
階
の
終
の
頃
、
王
裁
判
所
管
轄
椹
の
接
大
を
悪
ん
だ
地
方
豪
族
は
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
條
例
（
葺
①
題
o
証
呉
首
9
0
醜
o
こ
）
に

よ
つ
て
、
新
し
い
令
状
の
稜
給
を
原
則
と
し
て
禁
邊
し
た
（
一
二
五
八
）
。
此
の
制
限
は
そ
の
後
第
ニ
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
法
（
一
二
八
五
）
に

よ
つ
て
や
や
綾
和
せ
ら
れ
、
此
の
綾
．
和
を
源
頭
と
し
て
英
國
不
法
行
爲
法
の
豊
饒
化
が
後
に
衡
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
四
世
紀
に
入
つ

た
頃
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
判
所
が
急
激
に
保
守
化
し
、
却
っ
て
右
の
緩
和
に
逆
行
す
る
が
如
く
、
新
令
歌
が
稜
給
せ
ら
れ
て
も
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

鷹
じ
な
い
方
向
へ
向
つ
た
。
か
う
し
て
、
先
例
の
存
す
る
も
の
で
な
い
限
ウ
訴
訟
の
途
が
杜
絶
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、

内
憂
外
患
相
綾
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
以
後
の
時
代
に
は
、
必
す
し
も
裁
判
が
公
正
に
行
は
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
封
建
制
度
の
崩

壊
に
俘
ふ
肚
會
歌
勢
は
、
新
し
い
多
く
の
問
題
を
提
供
し
た
。

　
新
し
い
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
か
や
う
な
情
勢
の
う
ち
に
分
化
し
カ
。
普
通
法
裁
判
所
で
満
足
な
救
濟
を
得
ら
れ
な
い
者
が
國
王
に
そ
の
救

濟
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
請
願
書
の
内
容
は
極
め
て
匠
々
で
あ
り
、
そ
の
虚
理
の
方
法
も
色
々
で
あ
つ
た
が
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
段
階
的
特

質
を
見
る
た
め
に
捉
へ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
も
の
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
判
の
不
當
の
救
濟
に
當
る
所
謂
衡
手
管
轄
椹
の
ラ
テ
ン
・
サ

イ
ド
と
、
法
欠
欲
の
救
濟
に
當
る
所
謂
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
サ
イ
ド
と
の
、
二
で
あ
る
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
つ
で
．
『
全
分
野
を
捲
當
す

る
國
務
大
臣
（
警
①
ω
Φ
興
①
富
曙
亀
聾
緯
①
騰
2
9
。
＝
留
冨
昌
ヨ
Φ
馨
u
）
』
（
一
三
）
と
呼
ば
れ
た
大
法
官
（
O
富
⇒
8
一
一
零
）
は
、
正
に
か
や

う
な
威
理
に
當
る
當
面
の
責
任
者
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
此
○
段
階
の
央
以
後
に
は
、
講
願
書
そ
の
も
の
が
直
接
大
法
宮
に
提
出
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

れ
孔
こ
と
に
な
つ
た
。
か
や
う
な
作
用
こ
そ
、
こ
の
時
代
に
分
化
し
れ
ヱ
〃
ヰ
テ
ィ
の
作
用
で
あ
り
、
從
つ
て
、
此
の
段
階
を
、
國
王
が

自
ら
若
く
は
大
法
官
を
、
通
し
て
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
行
使
し
た
時
代
と
、
特
色
づ
け
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
壁
）



　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
囹
二
）

　
此
の
時
代
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
も
は
や
正
義
の
原
理
一
般
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
・
・
ウ
の
嚴
格
法
化
を
前
に
し
ア
、
、
そ
れ
は
丈
字
通
り

の
緩
和
の
原
理
と
し
て
、
特
殊
の
作
用
を
分
措
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
極
端
に
法
的
安
定
を
志
向
す
る
コ
モ
ン
・
・
ウ
適
用
の
結
菓
に
封

し
、
優
先
す
る
力
が
、
事
實
上
の
矯
正
を
行
ひ
、
具
膿
的
愛
當
を
満
足
さ
せ
る
作
用
が
、
こ
こ
に
特
殊
の
も
の
と
し
て
分
化
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

な
つ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
か
や
う
な
作
用
に
つ
い
て
、
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
特
質
が
、
四
あ
る
。

　
ヤ
　
　
も

　
第
一
は
、
か
う
％
た
作
用
が
、
な
ほ
断
績
的
偶
嚢
的
に
行
は
れ
た
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
（
一
四
）
。
そ
れ
は
な
ほ
馨
8
巨
自

①
鉾
轟
o
呂
ぎ
醇
矯
冒
二
昌
一
9
一
9
で
あ
る
に
止
ま
り
、
さ
や
う
な
救
濟
を
受
け
得
る
こ
と
は
、
一
の
恩
恵
（
馬
聖
・
○
醇
）
に
外
な
ら
な
か
つ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
（
一
五
）
。
第
二
は
、
か
う
し
t
作
用
が
、
な
ほ
漢
然
仁
る
原
理
に
基
づ
い
て
行
は
れ
た
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
（
一
六
）
。
具
艦
的
安
當

性
を
判
断
す
る
基
準
に
は
、
全
く
明
確
な
も
の
が
な
く
、
大
法
官
は
、
各
個
の
場
合
に
、
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
。
良
心
と

エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
は
、
シ
ャ
ム
の
双
生
兇
の
や
う
に
合
騰
し
、
こ
れ
を
分
離
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
（
一
七
4
、
　
パ
ウ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
モ

が
『
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
の
精
紳
』
中
に
指
摘
し
て
ゐ
る
や
う
な
法
と
道
徳
と
の
同
覗
（
一
八
）
が
、
此
の
段
階
の
特
徴
で
あ
つ
た
。
第
三
は
、

か
う
し
た
作
用
に
な
ほ
何
の
反
省
も
加
へ
ら
れ
す
、
從
つ
て
何
の
疑
問
も
懐
か
れ
な
か
つ
た
二
と
で
あ
ろ
。
百
年
戦
孚
に
綾
く
薔
薇
戦
孚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

の
時
務
多
端
の
際
に
は
、
只
管
に
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
硬
化
の
弊
を
救
ふ
實
際
的
必
要
が
追
求
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
第
四
は
、
從
つ
て

か
う
し
た
作
用
は
純
然
た
る
行
政
作
用
の
性
質
を
有
し
た
、
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
廿
総
畠
ヨ
些
。
昌
冨
類
で
あ
つ
忙
。

國
王
は
自
由
な
裁
量
を
以
て
具
艦
的
正
義
を
與
へ
る
こ
と
が
期
待
せ
ら
れ
、
法
の
外
に
か
や
う
な
力
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
當
時
の
國
民

に
と
つ
て
寧
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
前
に
述
べ
た
衡
奉
裁
判
椹
の
ラ
テ
ン
・
サ
イ
ド
は
、
後
に
は
大
法
官
の
手
を
離
れ
て
星
座
裁
判

所
の
管
轄
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
當
初
そ
れ
が
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
サ
イ
ド
と
共
に
同
じ
者
に
よ
つ
て
行
使
せ
ら
れ
た
事
實
は
、
此

の
時
期
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
『
の
特
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



　
か
く
し
て
、
此
の
段
階
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
正
義
の
原
理
一
般
と
は
擾
別
せ
ら
れ
た
具
艦
的
正
義
の
原
理
、
文
字
通
り
の
緩
和
の
原
理

で
あ
つ
て
、
而
も
そ
れ
は
法
の
外
側
か
ら
行
政
的
裁
量
に
よ
つ
て
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ポ
・
ッ
ク
の
い
ふ
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
古
型

（
彗
鼠
①
暮
塁
b
①
9
）
と
は
、
此
の
時
期
の
そ
れ
を
指
す
で
あ
ら
う
（
一
・
九
）
。

　
併
し
、
名
稽
と
し
て
は
、
ま
だ
エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
い
ふ
文
字
が
用
ゐ
ら
れ
は
し
な
か
つ
た
。
最
も
愛
好
せ
ら
れ
た
文
字
は
良
心
（
8
甥
蝕
窪
8
）

と
い
ふ
言
葉
で
あ
つ
た
。
エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
い
ふ
文
字
が
慣
用
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
デ
、
か
ら
、
翻
づ
て
此
の
時
代
の
そ
れ
を
も
同
じ
言
葉

を
以
て
呼
ぶ
に
過
ぎ
な
い
。

　
か
や
う
な
作
用
を
分
化
せ
し
め
た
動
因
は
、
直
接
に
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
の
硬
化
に
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
は
何
故
硬
化

し
た
か
。
最
も
大
き
な
原
因
は
、
そ
れ
が
な
ほ
一
の
原
始
法
の
域
を
腕
し
な
か
つ
た
黙
に
あ
ら
う
。
原
始
法
は
、
訴
訟
を
中
心
と
し
、
形

式
を
重
ん
す
る
外
観
本
位
の
法
構
造
を
と
り
、
何
よ
り
も
準
和
の
維
持
を
奪
重
す
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
コ
モ
ン
・
・
ウ
は
、
本
質
的

に
硬
化
の
蓮
命
を
捲
ひ
、
若
い
ハ
ー
キ
ュ
リ
ー
ズ
の
常
と
し
て
、
強
儒
我
慢
を
振
廻
、
㍉
こ
と
に
な
つ
た
（
二
〇
）
。
早
く
か
ら
法
曹
の
團
艦

が
出
現
し
て
法
技
術
の
教
育
が
行
は
れ
、
技
術
的
庭
理
セ
好
む
裁
判
官
の
養
成
せ
ら
れ
た
こ
と
（
二
じ
も
、
一
の
原
因
で
あ
ら
う
。
法
の

起
源
を
復
讐
に
め
る
と
考
へ
る
者
か
ら
見
れ
ぱ
！
私
は
か
や
う
に
考
ヘ
ワ
ハ
、
こ
と
を
疑
問
に
思
ふ
者
で
あ
る
が
ー
ー
復
讐
の
限
界
を
定
め

る
も
の
と
し
て
の
法
は
始
か
ら
具
膿
的
愛
當
性
と
は
離
隔
し
た
存
在
で
あ
つ
た
こ
と
に
も
な
ら
う
（
一
三
）
。

　
か
う
し
た
固
定
化
は
、
併
し
、
英
國
の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。
・
ー
マ
に
於
い
て
砧
緩
鷺
9
ひ
霞
冨
ご
が
恰
度
同
様
の
作
用

を
螢
む
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
論
す
る
者
の
決
ま
つ
て
援
引
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
も
、
・
…
マ
で
は
、
從
つ
て
こ

れ
を
縫
受
し
九
大
陸
法
系
で
も
、
法
の
構
造
は
一
で
あ
つ
て
、
二
元
的
構
成
を
結
果
し
ア
、
は
ゐ
な
い
。
英
國
は
ど
う
し
て
之
と
異
る
の
で

あ
る
か
。
・
ー
マ
で
は
同
じ
機
關
が
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
行
つ
た
、
こ
れ
に
封
し
て
英
國
で
は
異
る
機
關
が
こ
れ
を
行
っ
た
、
こ
こ
に
爾
者
相
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四
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違
の
原
因
が
あ
る
、
と
言
ふ
の
が
、
此
の
黙
に
關
す
る
定
読
の
や
う
で
あ
る
。
併
し
、
そ
れ
な
ら
ぱ
、
英
國
で
は
ど
う
し
て
取
扱
機
關
が

異
り
得
た
の
で
あ
る
か
。
此
の
問
題
に
つ
い
て
、
我
ル
の
立
場
か
ら
納
得
で
き
る
詮
明
は
、
一
寸
見
當
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
僅
か
に
、

ゲ
ル
ダ
ー
ト
の
読
明
が
、
そ
ん
な
も
の
か
と
肯
け
る
所
で
あ
ら
う
。
法
と
道
徳
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
此
の
時
分
に
は
な
ほ
充

分
に
分
離
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
他
方
に
於
い
て
、
或
る
一
の
裁
判
所
が
す
べ
て
の
法
に
つ
い
て
裁
判
椹
を
有
す
る
と
は
、
當
時
の
國
民
に

考
へ
得
ら
れ
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
裁
判
所
の
ほ
か
に
、
宗
教
裁
判
所
や
各
種
の
地
方
的
裁
判
所
が
あ
つ
て
、
夫
々
に
獅
立
し

た
管
轄
椹
を
有
し
て
ゐ
た
。
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
判
所
の
行
ひ
得
な
い
救
濟
に
つ
い
て
別
個
の
裁
判
機
關
を
考
へ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で

あ
つ
て
、
國
民
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
裁
勅
所
に
委
譲
せ
ら
れ
た
以
外
の
裁
判
槽
は
、
當
然
國
王
に
淺
存
す
る
も
の
と
考
へ
お
。
こ
れ
が
コ

モ
ン
・
・
ウ
を
離
れ
て
國
王
に
請
願
を
な
す
に
至
つ
た
理
由
で
あ
り
、
事
務
の
輻
稜
に
よ
つ
て
鰭
て
大
法
官
裁
判
所
が
猫
立
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。
か
や
う
に
ゲ
ル
ダ
ー
ト
は
詮
明
す
る
（
三
G
。
そ
の
後
、
一
八
世
紀
に
は
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
法
統
合
の
企
あ
η
、
一
九

世
紀
に
至
つ
て
は
裁
判
所
の
統
一
が
行
は
れ
た
に
拘
ら
す
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
コ
モ
ン
・
臓
ウ
と
は
別
個
の
も
の
と
心
て
、
英
米
法
に
二
元

的
構
成
を
與
へ
、
も
つ
て
今
日
に
至
る
の
で
あ
る
。

（
一
三
）
（
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四

　
第
三
の
時
期
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
純
化
の
時
代
で
あ
る
。
一
五
世
紀
絡
末
近
く
か
ら
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
出
現
の
一
七
世
紀
絡
末
近
く
ま

で
が
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
此
の
時
期
は
、
・
エ
ク
ヰ
テ
ィ
に
と
つ
て
、
洵
に
多
事
多
難
の
試
煉
の
時
期
で
あ
つ
た
。
ヘ
ン
リ
七
世
の
時
代
に
衡
李
裁
判
椹
は
猫
立
の

裁
判
所
に
よ
つ
ぞ
釜
く
強
力
に
行
は
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
我
ル
は
此
の
時
代
を
猫
立
の
裁
判
斯
に
よ
つ
一
、
エ
ク
ヰ

テ
ィ
の
行
使
せ
ら
れ
た
段
階
と
し
て
特
徴
づ
け
た
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
強
力
の
故
に
、
司
法
部
と
行
政
部
と
の
双
方
か

ら
攻
撃
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一
六
一
六
年
の
コ
ー
ク
と
の
闘
雫
、
一
六
四
九
年
以
後
の
共
和
政
府
の
弾
墜
と
の
抗
争
が
、
そ
の
最

も
顯
著
な
表
現
で
あ
る
。
同
じ
動
き
の
う
ち
に
星
座
裁
判
所
（
幹
鷲
O
冨
含
げ
震
）
は
敢
な
く
そ
の
幕
を
閉
ぢ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
衡
李

法
裁
判
所
は
よ
く
そ
の
試
煉
に
耐
へ
、
却
つ
て
此
の
時
期
を
通
し
て
、
そ
の
地
位
を
確
立
す
ろ
こ
と
に
な
つ
忙
。
他
面
、
此
の
段
階
に
入

つ
て
間
も
な
く
、
大
法
官
の
地
位
が
俗
人
、
更
に
は
法
律
家
の
手
に
移
り
つ
、
あ
つ
t
事
實
に
、
注
意
す
矯
必
要
が
あ
る
、
チ
ャ
ー
ル

ズ
一
世
時
代
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
露
警
8
名
農
即
導
の
）
は
最
後
の
倫
官
大
法
官
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
時
代
の
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ

（
ぎ
巳
望
論
9
旨
弩
鴇
）
は
最
後
の
非
法
律
家
大
法
官
で
あ
る
（
一
西
）
。
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圏
六
）

　
か
や
う
な
時
代
が
エ
ク
ヰ
テ
ィ
に
衡
し
た
攣
質
は
何
で
あ
つ
た
か
。
前
代
の
そ
れ
の
特
質
と
し
て
掲
げ
t
所
に
封
照
し
て
言
は
う
。

　
そ
れ
は
、
根
本
に
於
い
て
、
同
じ
く
綾
和
の
原
埋
で
あ
〃
、
具
盤
的
正
義
の
原
理
で
あ
つ
た
。
此
の
黙
に
攣
更
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

し
　
　
ヤ

第
一
に
そ
れ
は
、
も
は
や
断
綾
的
偶
震
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
糧
綾
的
常
例
的
な
も
の
に
轄
化
し
つ
つ
あ
る
（
二
五
）
。
国
図
訂
き
呂
7

轟
曙
」
自
回
呂
§
一
魯
は
o
昌
凶
冨
蔓
な
そ
れ
へ
（
三
ハ
）
、
3
旨
一
鷺
舘
①
は
昏
o
噌
蒔
9
9
誰
ど
0
9
へ
（
二
七
）
、
攣
質
し
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
　
し
　
　
　
ヤ

の
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
は
、
も
は
や
漢
然
た
る
良
心
を
理
由
と
す
る
の
で
な
く
、
次
第
に
合
理
的
な
根
擦
を
求
め
る
方
向
へ
動
い
て
ゐ

る
。
セ
，
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
が
『
師
弟
問
答
』
に
於
い
で
（
O
ぼ
奪
o
喜
霞
幹
Ω
R
菖
鉱
P
U
・
9
潟
餌
鼠
ω
言
号
導
い
嶺
器
）
、
直
接
に

は
ガ
ー
ス
ン
（
Q
Φ
覆
§
）
に
依
存
し
つ
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
的
正
義
の
概
念
を
援
用
し
て
、
エ
ヰ
ク
テ
ィ
を
一
の
｝
般
原
理
の

適
用
と
し
て
読
明
も
龍
こ
と
（
二
八
）
は
、
か
や
う
な
動
向
の
先
駆
で
あ
つ
た
。
彼
は
エ
ク
・
ヰ
テ
ィ
を
、
偶
震
的
干
渉
と
し
て
σ
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
じ

科
學
的
解
繹
と
し
て
、
読
明
す
る
の
で
あ
る
（
二
九
）
。
第
三
に
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
そ
の
も
の
に
、
鋭
い
批
到
と
槍
討
と
が
加
へ
ら
れ
る
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヤ

に
な
つ
た
。
衡
李
法
裁
判
所
が
戦
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
非
難
は
、
そ
の
外
面
的
な
表
現
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
第
四
に
、
エ
ク
ヰ

テ
ィ
は
、
も
は
や
軍
な
る
行
政
的
裁
量
で
は
な
く
も
て
、
一
種
の
司
法
作
用
と
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
つ
た
。
裁
量
権
は
、
恣
意
的
な
色
彩
を

捨
て
て
、
科
學
的
な
法
へ
輯
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
（
三
〇
）
。
大
法
官
裁
判
所
の
猫
立
と
そ
の
震
展
と
は
、
箪
な
る
事
務
の
輻
綾
と
國
民

の
人
氣
と
に
原
因
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
實
質
的
な
か
や
う
な
意
味
を
讃
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
勿
論
、
か
う
し
た
鍵
質
は
、
一
學
に
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
此
の
段
階
の
絡
る
ま
で
も
、
前
時
代
的
な
色
彩
が
な
ほ
拭
ひ
切

れ
す
に
残
つ
て
ゐ
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
『
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
悪
戯
者
で
あ
る
。
法
に
は
標
準
が
あ
り
、
頼
ゆ
に
出
來
る
も
の
が
あ

る
が
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
大
法
官
た
る
者
の
良
心
に
依
存
し
、
そ
の
廣
狭
の
ま
、
に
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
動
揺
す
る
』
（
一
一
二
）
と
セ
ル
デ
ン
が

語
つ
た
の
は
、
既
に
一
七
世
紀
も
央
に
な
つ
て
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
や
）
な
動
反
動
の
渦
中
に
、
既
に
新
な
動
き
は
看
取
で
き



る
の
で
あ
り
、
大
法
官
裁
判
所
の
福
密
院
か
ら
の
猫
立
そ
の
も
の
が
、
先
づ
こ
の
意
義
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
一
の
獅

立
の
段
階
を
劃
す
る
の
が
安
當
で
あ
る
と
考
へ
る
。

　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
乃
ち
、
此
の
段
階
に
於
い
て
、
パ
ウ
ン
ド
の
表
現
を
借
ウ
る
な
ら
ば
、
道
徳
の
原
理
（
窮
曾
毘
冥
ぎ
巳
巨
8
）
か
ら

法
的
規
則
（
一
謁
a
旨
一
窃
）
へ
と
攣
化
す
る
の
で
あ
る
（
三
5
。
魯
路
8
葱
窪
o
暮
冨
≦
は
此
塵
に
甘
銭
8
9
8
鼠
冒
の
ε
冨
類
に

韓
化
す
る
。
外
側
か
ら
作
用
し
た
綾
和
の
原
理
が
、
内
側
に
あ
つ
て
作
用
す
る
原
理
に
攣
化
す
る
の
で
あ
る
。
規
定
し
て
見
る
な
ら
ぱ
、

そ
れ
は
一
の
内
在
的
法
的
具
艦
的
正
義
で
あ
る
。
ポ
・
ッ
ク
が
前
代
の
エ
グ
ヰ
テ
ィ
に
封
し
て
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
近
代
型
（
竃
＆
Φ
言
騰
簿
冨
）

と
呼
ぶ
も
の
は
（
一
一
三
）
、
我
々
が
此
塵
に
段
階
づ
け
た
エ
ク
ヰ
デ
ィ
に
相
當
す
る
で
あ
ら
う
。

　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
と
い
ふ
名
構
が
略
≧
確
定
し
た
の
も
、
漸
く
此
の
段
階
に
至
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
が
前
述
の

著
書
中
に
器
聾
冨
の
の
文
字
を
用
ゐ
t
の
が
、
此
の
語
り
流
行
の
襲
端
で
あ
つ
た
と
言
は
れ
る
。
そ
の
後
一
時
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
と
レ

ふ
希
語
を
英
語
化
し
た
国
営
ξ
又
は
国
営
o
曙
と
言
ふ
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
が
行
は
れ
九
が
、
幾
何
も
な
～
・
し
て
慶
語
に
蹄
し
2

四
）
、
恐
ら
く
は
フ
ラ
ン
ス
を
通
し
て
ラ
テ
ン
語
に
由
來
す
る
国
ρ
9
身
の
文
字
に
瞬
一
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
四
）
　
O
o
一
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辞
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マ
金
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二
五
）
蜀
O
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8
置
円
壁
β
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9
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P
マ
一
〇〇卜
o
●

　
（
二
六
）
　
θ
『
O
皿
餌
ヨ
O
。

　
（
二
七
）
　
層
o
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o
o
F
甥
屋
け
蔚
8
F
質
図
蜜
●

　
（
二
八
）
　
帽
”
¢
一
く
凶
昌
o
鐙
同
曽
α
O
論
”
　
閃
①
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o
β
”
づ
山
O
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9
0
口
o
①
一
口
ω
ぼ
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Φ
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什
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①
胃
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O
り
矯
　
臼
q
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冨
b
尾
偏
α
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目
o
Φ
（
日
げ
O
O
o
一
一
〇
〇
♂
①
山
哨
騨
b
O
嘱
の
M

　
　
　
＜
o
一
’
H
ン
O
図
出
o
旨
噛
一
〇
b
o
o
o
）
マ
這
戸

　
（
二
九
）
勺
o
一
一
〇
〇
F
↓
冨
霧
協
自
ヨ
暮
一
〇
P
質
お
鱒
●

　
（
三
〇
）
　
一
げ
一
q
こ
b
レ
oo
鉾

　
　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
四
竪
）



　
　
　
エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階

（
コ
ニ
）
　
ω
．
缶
・
即
昌
β
o
一
盆
”
目
冨
円
印
互
①
目
巴
貯
o
協
『
o
げ
胃
ω
Φ
置
①
♪
○
汽
o
邑
層
一
〇〇
〇
b
o
》
す

（
三
二
）
　
如
o
弱
ゆ
山
”
の
嘗
ユ
“
質
一
島
．

（
三
三
）
　
如
o
＝
8
F
日
冨
ロ
の
協
o
国
ヨ
暮
一
〇
P
℃
・
一
〇〇
一
●

（
三
四
）
日
ぎ
o。
曽
ヨ
ρ
p
呂
ρ
蝉
O
。
、
、
国
鉱
ド
気
、
．
．
．
国
営
o
曙
堕
℃
。

　
　
　
　
　
四
四

曾
（
図
図
図
く
自
）
凹
・
）

（
四
四
八
）

五

　
第
四
の
時
期
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
結
赫
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
七
世
紀
絡
末
近
く
に
始
ま
っ
て
今
日
に
至
る
段
階
で
あ
る
。

　
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
が
大
法
官
に
な
つ
た
の
は
、
一
六
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
（
三
五
）
。
既
に
そ
れ
以
前
に
於
い
て
大
法
官
の
地
位
が
主

と
し
て
俗
人
法
律
家
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
既
に
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
η
、
從
つ
て
、
大
法
官
裁
判
所

が
コ
モ
ン
・
ロ
ゥ
裁
判
所
と
均
し
く
次
第
に
先
例
に
從
ふ
傾
向
は
、
前
時
代
中
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム

以
後
に
於
い
て
は
、
歴
代
の
大
法
官
が
悉
く
法
律
家
で
あ
つ
た
へ
三
六
）
。
　
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
自
身
は
、
意
識
的
に
先
例
を
集
成
し
、
エ

ク
ヰ
テ
ィ
の
全
禮
系
を
結
集
固
定
せ
し
め
た
。
一
九
世
紀
牛
ま
で
に
日
筥
び
9
｝
国
鱒
疑
三
葵
ρ
O
鍔
旨
①
P
円
言
二
〇
ヨ
匡
＆
昌
と
い
ふ

や
う
な
偉
大
な
大
法
官
が
相
次
い
で
輩
出
し
、
彼
等
の
努
力
を
経
て
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
途
に
そ
の
結
晶
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
今
日
で
は
、
ヱ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
そ
れ
自
艦
が
一
の
嚴
格
法
と
し
て
、
定
則
に
從
ひ
先
例
を
追
う
て
そ
の
裁
判
を
行
ふ
。
固

よ
リ
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
コ
モ
ン
・
・
ウ
に
封
し
て
は
、
そ
の
補
充
で
あ
り
追
加
で
あ
る
に
止
ま
砂
（
三
七
）
、
，
こ
れ
と
協
同
す
べ
く
、
敵
封

す
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
英
米
法
の
重
要
な
一
孚
を
播
當
す
る
規
則
的
な
艦
系
で
あ
つ
て
、
コ
モ
ン
．
・
ウ

と
並
ん
だ
い
ま
一
の
系
統
を
な
す
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
一
八
世
紀
に
”
冨
げ
呂
話
8
8
昌
幕
9
a
ω
鴇
幹
①
身
と
言
ひ
、
メ
イ



ト
ラ
ン
ド
が
二
〇
世
紀
に
筈
①
ぎ
身
9
目
三
霧
と
規
定
し
た
も
の
は
、
此
の
最
後
の
段
階
の
エ
ク
ヰ
テ
ィ
で
あ
ゑ
三
八
）
。

　
結
晶
以
後
に
も
エ
ヰ
ク
テ
ィ
は
、
綾
和
原
理
と
し
て
の
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
・
コ
モ
ン
．
・
ウ
が
劃
｝
的

な
取
引
關
係
を
主
と
し
て
取
扱
ふ
に
封
し
て
は
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
道
徳
的
色
彩
を
伴
ふ
事
項
を
中
心
と
す
る
の
で
あ
り
、
コ
モ
ン
．
・
ウ

に
比
較
し
て
は
個
別
化
の
機
禽
を
多
く
持
つ
の
で
あ
る
（
三
九
）
。
け
れ
ど
も
、
大
法
官
自
ら
が
言
明
し
た
こ
と
の
あ
る
や
う
に
、
そ
れ
は

も
は
や
良
心
に
從
っ
て
裁
判
を
行
ふ
も
の
で
は
な
く
（
四
〇
）
、
明
確
な
ル
ー
ル
、
そ
れ
も
固
化
し
た
ル
ー
ル
に
從
つ
て
、
事
に
庭
す
る
。

途
に
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
嚴
密
な
意
味
で
の
法
艦
系
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
斯
く
エ
ク
ヰ
テ
ィ
が
一
の
嚴
格
法
に
化
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
我
々
は
新
な
る
エ
ク
ヰ
テ
ィ
を
豫
想
す
る
二
と
が
出
來
な
い
か
。
法
成

熟
の
段
階
は
嘗
て
の
嚴
格
法
の
段
階
に
相
當
し
、
法
肚
會
化
の
現
在
は
衡
手
法
の
段
階
に
類
似
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は

梅
利
の
非
良
心
的
な
行
使
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
が
、
今
日
我
乃
は
そ
の
反
肚
會
的
な
行
使
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
。
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
道

徳
的
制
限
を
課
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
法
は
肚
會
的
制
限
を
考
へ
る
（
四
一
）
。
事
態
は
多
く
異
ら
な
い
。
さ
う
し
て
、
法
は
、
安
定

と
衡
奉
と
の
間
に
無
限
の
動
揺
を
繰
返
し
つ
つ
進
化
し
て
行
く
の
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
新
な
る
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
立
法
と
解
繹
と
を

中
心
と
し
て
、
彼
此
同
様
の
過
程
を
辿
り
始
め
て
ゐ
る
。
我
ル
が
特
異
な
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
正
し
～
、
は
結
晶
の

時
に
絡
る
の
で
あ
る
。
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エ
ク
ヰ
テ
ィ
の
四
段
階

（
四
〇
）
　
勺
〇
一
ざ
o
F
円
冨
ロ
論
自
ヨ
雪
ざ
劃
や
一
3
。

（
四
一
）
勺
2
β
鼻
ω
営
昌
ダ
や
一
〇〇
9

四
六

（
盟
○
）

占♂、

　
か
や
う
に
し
て
、
エ
ク
ヰ
テ
ィ
は
、
普
通
法
裁
判
所
自
艦
に
よ
っ
て
行
使
せ
ら
れ
た
第
一
期
、
國
王
自
身
若
く
は
大
法
官
を
通
し
て
行

使
せ
ら
れ
た
第
二
期
、
猫
立
の
裁
判
所
に
よ
つ
て
行
使
せ
ら
れ
た
第
三
期
、
固
定
的
法
秩
序
と
し
て
準
撮
せ
ら
れ
る
第
四
期
、
こ
の
四
の

段
階
を
通
し
て
、
四
の
意
味
を
我
々
に
示
す
。
第
一
期
に
於
け
る
正
義
の
原
理
、
第
二
期
に
於
け
る
外
在
的
具
艦
葡
正
義
帥
ち
緩
和
の
原

理
、
第
三
期
に
於
け
る
内
在
的
具
膿
的
正
義
鄙
ち
緩
和
法
、
第
四
期
に
於
け
る
固
定
的
組
織
的
な
緩
和
法
艦
系
、
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
エ

ク
ヰ
テ
ィ
の
か
う
し
た
四
期
四
様
の
性
質
の
差
は
、
た
と
へ
明
言
は
せ
ら
れ
な
く
と
も
、
暗
獣
に
は
、
す
べ
て
の
著
者
の
豫
定
し
て
ゐ
る

所
で
あ
り
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
悉
く
、
言
古
さ
れ
仁
事
實
の
、
言
古
さ
れ
忙
解
繹
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
忙
だ
、
之
を
模
型
的
．

戯
叢
的
に
要
約
し
直
し
て
見
る
こ
と
が
、
法
理
参
照
上
便
宜
を
供
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
か
と
い
ふ
、
本
稿
は
、
そ
の
軍
な
る
畳
書
で
あ

る
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
二
三
・
六
・
二
〇
）
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